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目指す学校像 生徒が生き生きと活動し、地域に愛され信頼され期待される学校 

学校教育目標 

気づき 考え 実行する 心豊かな生徒 

  

 

 

先月の１９日（金）には２・３年生保護者会、そして２３日（火）には１年生・もみ

の木保護者会を実施するにあたり、平日で大変お忙しい中、多数の保護者様に来校して

いただき、改めて感謝を申し上げます。保護者会では、私から令和６年度の寺尾中学校

の学校経営方針をご説明させていただきましたが、当日、ご欠席された保護者様もいら

っしゃいますので、改めて方針を提示させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度も早くも１か月が経ちました。１年生は中学校の各教科の授業や部活動の

仮入部など、一歩ずつ中学校生活を進めています。また、２年生と３年生は、しっかり

と目標を見据えて、一日一日を落ち着いて過ごしている様子が伺えます。明日からはゴ

ールデンウイークに入りますが、お休み中はまとまった時間が取れるかと思いますの

で、ご家庭でお子様とゆっくり会話をする時間を大切にしていただきたいと思います。 

令和６年度の学校経営方針は STUDENTS
ス チ ュ ー デ ン ツ

 FIRST
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! です。 

STUDENTS
ス チ ュ ー デ ン ツ

 FIRST
ファースト

! を実現するために 

 

☆生徒一人ひとりの良さが生きる学校 

 生徒一人ひとりの活躍の場を意図的・計画的に設定し、 

集団の一員として自覚を高め、自己肯定感・自己有用感 

の高まりを味わえる学校づくり 

☆教職員の活気あふれる学校 

 教職員一人ひとりがそれぞれのキャリアステージに応じて能力を発揮し、教職 

員の協力と創意で、常に前進し続け活気あふれる学校づくり 

☆家庭や地域に期待される学校 

 家庭や地域の願いや期待に応え、「生徒一人ひとりを自律した社会人として教育 

していく」ことで、家庭や地域に愛され信頼され期待される学校づくり 

 

 

〇生徒一人ひとりの夢や希望を叶える「守・破・離」の寺尾中３カ年教育 

基礎固めの１年生 「守」寺尾中の校風、伝統の〝型・形″を継承する段階 

自主自立の２年生 「破」守りとともに新しい考えや工夫を加え、発展させる段階 

集大成の最高学年 「離」寺尾中生として自尊感情が身に付き、自己実現をする段階 

 



 

 

 

 

５ 月 の 予 定 

１日 水 引き渡し訓練 １７日 金 二者面談 

２日 木 部活動保護者会 １８日 土  

３日 金 憲法記念日 １９日 日  

４日 土 みどりの日 ２０日 月 教育実習（6/7 まで） 

５日 日 こどもの日 ２１日 火 表彰朝会、体育祭係会議① 

６日 月 振替休日 ２２日 水  

７日 火 生徒朝会、１年心臓検診 ２３日 木 体育祭係会議② 

８日 水 学校朝会、二者面談 ２４日 金  

９日 木 生徒会専門委員会 ２５日 土  

１０日 金 通信陸上市予選、二者面談 ２６日 日  

１１日 土  ２７日 月  

１２日 日  ２８日 火 尿検査２次、体育祭係会議③ 

１３日 月 県学力学習状況調査１年、通信陸上予備日  ２９日 水 尿検査２次、体育祭予行 

１４日 火 県学力学習状況調査２年、二者面談 ３０日 木 体育祭前日準備（午後） 

１５日 水 県学力学習状況調査３年、二者面談 ３１日 金 体育祭 

１６日 木 二者面談 ※延期の場合は、６月４日（火）に体育祭を実施 

 

  

 

４月３０日（火）より、部活動の本入部が始

まります。本校では希望加入制でありますが、

多くの生徒が部活動に加入して、活動をしてい

ます。部活動の今年度の方針等につきまして

は、５月２日（木）に実施します部活動保護者

会で説明いたします。たくさんの保護者の皆様

の参加をお待ちしています。 

初めての校外学習 ～神川げんきプラザ～ 

 

 ４月２２日（月）９時３０分より、本校にて 

第１回学校運営協議会を開催いたしました。 

6 名の委員さんに１年間お世話になります。

よろしくお願い致します。 

地域ともにある学校として 部活動本入部の始まり 

４月１６日（火）、１年生は埼玉県の児玉郡

にある、神川げんきプラザに行ってきました。

そこでは、ＰＡ学習（互いに協力して、一つの

課題に取り組んだり、仲間と支え合いながら目

的を達成したりする活動のこと）を通して、課

題解決に取り組みました。 

 

【重要】県教育委員会の働き方改革の方針に則り、今年度も夕刻の学校電話対応時間を４月から９

月までは 18:30 まで、10 月から３月までは 18:00 までといたします。なお、原則、土曜日や日曜日、

祝日、振替休業日についても電話を受けることはできませんので、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。また、学校だより６月号から、原則、「すぐメール」にて保護者様へ配布いたします。 

 

 


